
聴
く

議
長
　
佐
藤
理
美

目
第１条
的

議会と議員の役割を明示し、議会の基本的
な運営事項を定め、その活動により町民福
祉の増進と豊かで文化的なまちづく
りを実現することが、条例の目的です。

議
第２条
会の役割

議案等の審議・議決、執行機関の監視と評価、
政策立案と提言など、町の意思を決定
することが議会の役割です。

議
第３条
会の活動原則

公正・透明な議会運営、積極
的な情報公開と説明責任、町
民の意見の把握やわかりやす
い議会運営に努めることが議
会の活動原則です。

災
第６条
害時の議会等の対応（＊2）

災害発生時、議会と議員は、町民の生命と財
産を保護するため、町と連携し対応に努め
ます。また、災害に備え、平時から地域の
情報を把握し、町との情報共有に努めます。

会
第７条
派

議員は、議会活動で、同じ理念を持つ議員と
会派を結成することができます。また、政
策立案と提言のための調査研究、会派間の
調整に努め、円滑な議会運営を図り
ます。

議
第５条
会改革の
推進
議会改革に取り組み、
議会の活性化を図る
ため、議員で構成す
る議会改革検討委員
会を設置します。

議
第４条
員の活動原則

町民の代表である議員の活動原則です。
①議員間の自由な討議を活発に行います。
②広い視点で、公正・誠実に職務を遂行します。

③政策立案と提言のため、常に研鑽に努めます。
④町民全体の福祉増進を目指します。

⑤議会の品位と秩序を保ちます。

町
第８条
民参加及び町民との連携

議会は、議員と町民が自由に意見交換
できる場を設け、意見を把握すると
ともに町民参加の推進に努めます。
また、本会議、常任委員会等で公聴会制
度や参考人制度を活用、専門的・政策的
識見を討議に反映させるよう努めます。
本会議のほか、常任委員会と特別委
員会を原則公開とします。請願や陳
情は、町民の政策提案とし、審議では提
出者の意見を聴く機会を設けるよう
努めます。

Qなぜ条例をつくるの？

A 議会と議員の役割を明ら

かにし、議会と議員の活
動によって、よりよい町にする
ためです。

Q町民にとって何が変わるの？

A「町民に開かれた議会」が基本原則。町民の

意見がより町政に反映されるよう広報と意見
聴取に力を入れます。

　議会は、町の最高意思決定機関・議事機関として、町民福祉
の増進と町民の負託に応える役割と責務を担っています。

　また、町長や執行機関とは独立・対等の立場で、事務執行に
対する監視と評価を行い、自らも政策立案と提言を行い、地方
自治の本旨の実現を目指します。また、活発で自由な議論を重
んじ、個々を尊重し合う民主的な政治風土を守ります。

　さらに、議会の公正性、公平性及び透明性を確保し、町民に
開かれた議会及び町民参加を推進する議会を目指して、不断の
努力を重ねることを決意し、この条例を制定します。

さらに町民に
開かれた
議会に

議会改革を
継続して

公正かつ
誠実に

職務を遂行

町民全体の
福祉の向上の

ため
議員と町民の
意見交換も
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ず
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平
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提
案

６
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で
条
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で

可
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平
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29
年
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パ
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条
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を

委
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で
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平
成
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年
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条
文
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始

議
会
改
革
検
討
委
員
会
内
に
作

業
部
会
を
設
置
。
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町民

議会基本条例は
町議会ＨＰに
載っています。

田母神議員

大久保議員

原口議員
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（＊1）二元代表制
         

…町議会議員と町長が、別々に町民から直接選挙で選ばれる制度。町長は予算等の議案を議会に提出、行政を執行する
役割、議会は議案の議決などで町長の行政運営を監視する役割があります。

ことば（＊2）災害時の議会の対応
             

…「寄居町議会における災害発生時の対応要領」は、平成25年５月に制定。災害対策支援本部の設置、
議員からの情報提供、安否確認、参集などを規定しています。（議会だより69号の4〜５ページもごらんください）

議会基本条例を議員提
案 第４弾

寄 居 町 議 会

ひと言

議
会
基
本
条
例
制
定

こ
れ
ま
で
の
流
れ

我
々
が
め
ざ
す
も
の

情報提供
意見聴収

町政に反映
サービス提供

チェック・政策提言

提案・説明責任

要望・意見要望・意見

参画・情報共有・協働

基本です！

連携します！

寄居町議会は、平成27年から議会基本条例の作成に取り組んできました。議会基本条例は、
町長とともに二元代表制（＊1）を担う議会の役割や責務を明記し、議会の活性化を目指すもの
です。６月定例会で議員提案し、可決された条例の内容をご紹介します。
※掲載した条文は、要約や簡略化をしています。

寄 居 町 議 会寄 居 町 議 会

我々が めざす   もの
町民参加の行動する議会

中嶋議員


